
公益財団法人東京都福祉保健財団財務規程 

平成１４年３月２８日 

規 程 第 ８ 号 

 

 

第１章  総 則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益財団法人東京都福祉保健財団（以下「財団」という。）における会

計処理に関する基本的事項を定めるものであり、財務及び会計のすべての状況を正確

かつ迅速に把握し、この法人の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを

目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 財団の会計業務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによ

る。 

 

（会計の原則） 

第３条 財団の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠

して処理されなければならない。 

２ 財務諸表は、会計帳簿に基づいて資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減 

及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を明瞭に表示しなければならない。 

３ 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成し 

なければならない。 

４ 会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎会計年度継続して適用し、 

みだりにこれを変更してはならない。 

 

（事業年度） 

第４条 財団の事業年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月３１日まで   

とする。 

 

（会計の区分） 

第５条 会計区分は次のとおりとする。 

(1) 公益目的事業会計 

(2) 収益事業等会計 



(3) 法人会計 

 

（会計事務の統括と会計事務担当責任者） 

第６条 財団の会計事務は、理事長が統括する。 

２ 理事長は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することが  

できる。 

３ 財団の会計事務担当責任者は、事務局長とする。 

 

（帳簿書類の保存・処分） 

第７条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。 

(1) 財務諸表、財産目録、附属明細書  永久 

(2) 会計帳簿             10 年 

(3) 証ひょう書類、その他の書類    別に定めるところによる 

 ２ 前項の保存期間は、事業年度終了の時から起算するものとする。 

 ３ 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に理事長の指示又は承認によって 

行う。 

 

 

第２章  勘定科目及び帳簿組織 

 

 

（勘定科目の設定） 

第８条 財団の会計においては、財産状態及び正味財産増減のすべての状況を的確に把握 

するため必要な勘定科目を設ける。 

２ 勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表で理事長が別に定める。 

  

（会計帳簿） 

第 9 条 会計帳簿は、次のとおりとする。 

(1) 主要簿 

  ア 仕訳帳 

  イ 総勘定元帳 

(2) 補助簿 

  ア 現金出納帳 

  イ 預金出納帳 

  ウ 小口現金出納帳 

  エ その他必要な補助簿 

(3) 台帳 



    ア 固定資産台帳 

    イ 基本財産台帳 

    ウ 特定資産台帳 

    エ 指定正味財産台帳 

    オ その他必要な台帳 

 ２ 仕訳帳は会計伝票をもってこれに代えることができる。 

 ３ 補助簿及び各台帳は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総  

勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。 

 

（会計伝票） 

第１０条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうは会計伝票との関連付けが明らか 

となるように保存するものとする。 

３ 会計伝票には、その取引に関する責任者の承認を受けるものとする。 

 

（証ひょう） 

第１１条 証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。 

(1) 請求書 

(2) 領収書 

(3) 証明書 

(4) 起案文書 

(5) 支払申請書 

(6) 検収書、納品書及び送り状 

(7) 各種計算書 

(8) 契約書、請書、覚書その他の証書 

(9) その他取引を裏付ける参考書類 

 

（記帳） 

第１２条 総勘定元帳及び補助簿は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 

２ 各台帳は、会計伝票又はその証ひょう書類に基づいて記帳しなければならない。 

 

（会計帳簿の更新） 

第１３条 会計帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 

 

 

第３章  収支予算 

 



 

（収支予算の目的） 

第１４条 収支予算は、各事業年度の事業活動の内容を明確な計数をもって表示し、責任の

範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績とを比較して、事業の円滑な運営を図る

ことを目的とする。 

 

（事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の作成） 

第１５条 理事長は、公益財団法人東京都福祉保健財団定款第７条第１項（以下「定款」   

という。）の規定に基づき、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見  

込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事  

会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合  

も同様とする。 

２ 収支予算書は、収益及び費用により算定し、その様式は正味財産増減計算書に準ずる。 

 

（収支予算の執行） 

第１６条 各事業年度における収益及び費用は、収支予算書に基づいて行わなければならな

い。 

２ 収支予算の執行者は、理事長とする。 

 

（補正予算） 

第１７条 理事長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、定款  

第７条第１項の規定に基づき、補正予算を編成し、理事会の決議を経て評議員会  

の承認を求めることができる。 

 

（専決処理） 

第１８条 理事長は、定款第４条第１項に係る事業の範囲において、６千万円未満の予算  

の補正及び執行並びに事業計画の変更に関する事案について、緊急の決定を必要 

とするため、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を得るいとまがない 

ときは、専決処理し、円滑な事業運営に資する。なお、理事長は理事会及び評議員 

会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。 

２ 理事長は、既定の収入予算を超えて収入した金額で、その金額を東京都に納付又は  

返還すべき場合において、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を得るいと 

まがないときは、当該収入予算を超えて収入した金額の範囲内で、既定の支出予算を  

超えて支出することができる。 

３ 前項の場合において、理事長は、補正予算の編成の手続きの例により処理するととも

に、次の理事会及び評議員会に報告し、その承認を得なければならない。 

 

（予算の執行と流用） 



第１９条 理事長は、予算額を超える支出を行ってはならない。ただし、予算執行上やむ  

を得ない場合は、同一大科目のうちで同一中科目の間及び同一中科目のうちで小 

科目の間において流用することができる。 

２ 前項ただし書きにより、同一大科目のうちの中科目間相互で流用した場合は、理事  

会及び評議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。 

 

（予算の執行報告）  

第２０条 事務局長は、予算の執行状況を毎月、理事長に報告しなければならない。 

 

 

第４章  金 銭 

 

 

第１節  通 則 

 

（金銭の範囲） 

第２１条 この規程において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。 

 

（出納責任者） 

第２２条 金銭の出納及び保管について、その責に任ずる出納責任者を置く。 

２ 出納責任者は、金銭の出納に当たり、証拠書類を審査し、出納の内容及び経過を明  

らかにした文書その他関係書類を添付し、会計事務担当責任者の審査を受けなければ  

ならない。 

 

（金銭の出納） 

第２３条 事務局長は、金銭の出納があった場合には、会計伝票を発行しなければならない。 

２ 現金により金銭を収納したときは、領収書を発行しなければならない。 

３ 銀行振込等によって収納したときは、取扱銀行等の領収書をもって前項の領収書に 

代えることができる。ただし、自動振込によって入金したときは、当該銀行等の振込  

明細書をもって前項の領収書に代えることができる。 

 

第２節  収 入 

 

（収入金の保管） 

第２４条 事務局長は、現金を収納した場合は、原則として速やかに銀行等に預けて保管  

するものとする。ただし、業務上必要な現金は、事務局長が金庫に保管し、直接支  



払に充てることができる。 

 

（債権の確定） 

第２５条 事務局長は、収入として徴収すべき金額が確定したときは振替伝票を発行しな 

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令又は契約により一定期間の収入をとりまとめて請求す 

ることとなっているものについては、当該期間の末日又は当該請求をした日にとりまと 

めて債権の確定をすることができる。ただし、債権の確定と同時に収納があるときは振 

替伝票の発行を省略することができる。 

３ 過誤その他の理由により、債権確定の取消又は更正をしたときは前項の規定に準じ 

て処理しなければならない。 

 

（納入の通知） 

第２６条 事務局長は、債権の確定をしたときは、請求書を作成し、納入者に送付しなけ  

ればならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入を通知する場合は、こ  

の限りではない。 

 

（収入伝票の発行） 

第２７条 事務局長は、収入金の納入があったときは、これを証する書類に基づいて収入  

伝票を発行しなければならない。 

２ 収入伝票には、所属年度、収入科目、収入金額、収入年月日、品名、数量、債務者等 

の取引内容を簡潔かつ明瞭に記載するものとする。 

３ 収入予算に基づき、継続的に収入が見込まれるものにあっては、継続（分割）収入   

票を添付しなければならない。 

 

（収納） 

第２８条 事務局長は、収入伝票に基づき、関係書類を調査して収納を行わなければなら  

ない。 

２ 財団の収納は、財団の指定する銀行口座による送金を原則とする。ただし、止むを  

得ない理由があるときは、現金、小切手または郵便為替証等により収納することがで  

きる。 

 

（支出の戻入） 

第２９条 事務局長は、支出の過払い、誤払い等に基づく返納金については、振替伝票を  

作成し、前条の規定に準じてその支払った支出の科目にこれを戻入しなければな  

らない。 

 

第３節  支 出 



 

（支出伝票の発行） 

第３０条 事務局長は、支出の原因となる債務が確定し、支出を行うときは、所属年度、   

支出科目、支払金額、支出年月日、品名、数量、債権者等が、法令または契約上    

に違反する事実がないかを調査して債権者からの請求書を確認のうえ、支出伝票を  

発行しなければならない。ただし、請求書を徴しがたい場合、その他事務局長が  

請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えるこ  

とができる。 

２ 支出予算に基づき、継続的に支出が見込まれるものにあっては、継続（分割）支出   

票を添付しなければならない。 

 

（支払） 

第３１条 事務局長は、支出伝票に基づき、関係書類を調査して、財団の支払を行わな   

ければならない。 

２ 金銭の支払方法は、原則として銀行振込によるものとする。ただし、職員に対する  

支払、小口払、その他業務上特に必要があり、支払の性質又は目的が銀行振込等によ  

る方法に適しない場合は、現金、口座自動振替又は郵便振替によることができるもの  

とする。 

 

（収入金の返還） 

第３２条 収入金の過納、誤納等に基づく返還金は前条の規定に準じて振替伝票を作成し、

その収入した科目から、これを支出しなければならない。 

 

（資金前渡） 

第３３条 次に掲げる経費については、決定事案の履行の完了前に必要な資金を前渡し、 

  契約書または請書、その他これに準ずる書面を省略することができる。 

(1) 支払金額を事前に確定することが困難な経費 

(2) 謝礼金、慰問金、その他これに類する経費 

(3) 官公署に対して直接現金で支払う経費 

(4) 即時に直接現金の支払を必要とする経費 

(5) 事務局及び事業所において常時必要とする経費 

(6) 郵便振替等で支払を必要とする経費 

(7) 役員又は職員に支払う報酬、給与及び旅費 

(8) その他理事長が特に必要と認めた経費 

２ 前項により資金の前渡を受けた者は、その支払を完了したときは速やかに清算をしな 

ければならない。ただし、第７号に掲げる経費（概算で支給する旅費その他これに類す 

る経費を除く）については、確定払として、これを省略することができる。 

 



（領収書の徴収） 

第３４条 金銭の支払にあたっては、相手から領収書を徴収しなければならない。 

２ 支払について、銀行等に振込を行った場合は、当該銀行等の領収書をもって、前項  

の領収書に代えることができる。ただし、銀行等に自動振込及び口座自動振替を行っ  

た場合は、当該銀行等の振込明細書その他支払を証明できるものをもって、前項の領  

収書に代えることができる。 

３ 第１項による領収書を徴することが困難な支払については、支払証明書その他支払 

を証明できるものを領収書に代えることができる。 

 

（前金払及び概算払） 

第３５条 次に掲げる経費については、前金払又は概算払をすることができる。 

(1) 前金払又は概算払による支払をしなければ、契約が締結できない事案に要する経費 

で、契約書等で定められている場合 

(2) 官公署に対して支払う経費で、契約書等で定められている場合 

(3) 旅費その他これに類する経費 

(4) 保険料 

(5) その他理事長が特に必要と認めた経費 

２ 第３３条第２項本文の規定は前項の概算払の場合に準用する。 

 

（勘定科目の振替） 

第３６条 事務局長は、銀行間又は口座間の預金の振替、現金と預金の振替及び資金運用等、

資金の増加及び減少以外の内部取引をするときは、振替伝票を発行しなければなら

ない。 

 

（金銭の照合及び過不足） 

第３７条 事務局長は、現金の手許在高と現金出納帳の在高とを現金の異動のつど照合し、

毎月末日に銀行預金等の実在高を預金残高証明書等により帳簿と照合し、現金明細

書及び銀行勘定調整表を作成して理事長の確認を得なければならない。 

 

第４節  預り金 

 

（預り金） 

第３８条 預り金の収納又は支払については、収入又は支出伝票に基づき、納入者又は債権

者から提出された証ひょう書類により行わなければならない。 

２ 預り金の収納又は支払については、収入又は支出に関する規定に準ずる。 

 

第５節  その他 

 



（金融機関との取引） 

第３９条 金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止するときは、理事長の承認

を受けなければならない。 

 

（有価証券の取得又は処分） 

第４０条 有価証券を取得又は処分するときは、理事長の承認を受けなければならない。 

 

（資金の一時借入） 

第４１条 理事長は、予算内の支出にあてるため、予算に定める限度額の範囲内において  

資金の一時借入及び各会計間において資金運用をすることができる。 

 

 

第５章  固定資産 

 

 

（固定資産の範囲） 

第４２条 この規程において、固定資産とは、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区 

別する。 

(1) 基本財産  

基本財産とは、定款第５条第２項に定める財産をいう。 

(2) 特定資産  

     特定資産とは、特定の目的のために計上する資産をいう。 

退職給付引当資産、運用財産積立資産、その他理事長が必要と認めた資産 

(3) その他固定資産 

その他固定資産とは、基本財産及び特定資産以外の次の固定資産をいう。 

 土地、建物、建物附属設備、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア、電話加入

権、リース資産、投資有価証券、出資金、その他理事長が必要と認めた資産 

２ 有形固定資産及び無形固定資産は、耐用年数が１年以上で、かつ、取得価額が２０万 

円以上の資産をいう。 

 

（固定資産の管理及び保管責任者） 

第４３条 財団に固定資産管理責任者を置く。 

２ 固定資産管理責任者は、事務局長とする。 

３ 前項に定めるもののほか、固定資産の管理に対する事務を取り扱わせるため、固定  

資産管理者を置くことができる。 

 

（固定資産管理の帳簿） 



第４４条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動に  

ついて記録を行うとともに、その異動のあったつど補正しなければならない。 

２ 固定資産管理者は、毎年度末又は随時に固定資産の現状について調査を行い、固定  

資産台帳と照合しなければならない。 

 

（固定資産の取得価額） 

第４５条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 

(1) 購入により取得した固定資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を 

加えた額 

(2) 自己建設又は製作により取得した固定資産は、建設又は製作に要した費用の額 

(3) 交換により取得した固定資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額 

(4) 贈与により取得した固定資産は、その固定資産における取得時の公正な評価額 

 

（固定資産の取得） 

第４６条 固定資産の購入にあたっては、理事長の承認を得て行うものとする。 

 

（固定資産の改良と修繕） 

第４７条 固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これを

当該固定資産の金額に加算するものとする。 

２ 固定資産の現状に回復するために要した金額は修繕費とする。 

 

（固定資産の処分） 

第４８条 固定資産の廃棄、売却など処分にあたっては、理事長の承認を受けなければなら

ない。 

 

（減価償却） 

第４９条 固定資産の減価償却については、毎事業年度末に定額法によりこれを行う。 

２ 定額法により毎事業年度末に行われた減価償却費は直接法により処理するものとする。 

３ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定めると 

ころによる。 

 

 

第６章  物 品 

 

 

（物品の範囲） 

第５０条 この規程において、物品とは次の各号のものをいう。 



(1) 貯蔵品・消耗品 

(2) 備品（耐用年数１年以上のもので、取得価額が１０万円以上で２０万円未満のもの 

をいう。） 

 

（物品の管理） 

第５１条 財団に物品管理責任者を置く。 

２ 物品管理責任者は、事務局長とする。 

３ 前項に定めるもののほか、物品の管理に関する事務を取り扱わせるため、物品管理 

者を置くことができる。 

 

（物品の照合） 

第５２条 備品については、備品台帳を備え、各事業年度１回以上備品台帳と現物を照合し

なければならない。 

 

 

第７章  契 約 

 

 

（契約の原則） 

第５３条 契約にあたっては、手続の公正性及び透明性の確保に配慮するとともに、競争性

及び経済性を踏まえて相手方の選定を行わなければならない。 

 

（契約締結権者） 

第５４条 契約は、理事長又はその委任を受けた者（以下「理事長等」という。）でなければ

これをすることができない。 

 

（契約の方法） 

第５５条 契約は、競争契約によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、競争の方法によらないで、任意に相手方を選択して契約を締結することがで

きる。 

(1) 契約の相手方が一者しかないとき。（以下「独占契約」という。） 

(2) 緊急の必要により、競争契約に付することができないとき。（緊急契約） 

(3) 予定価格が１００万円以下の売買等の契約をするとき。（少額契約） 

(4) 適切な契約の相手方が特定の一者しかないなど、特に必要があると認められるとき。 

（以下「特定契約」という。） 

２ 前項に規定する契約は、その相手方が暴力団関係者等（東京都暴力団排除条例（平成

２３年東京都条例第５４号）第２条第４号に規定する暴力団関係者又は東京都が東京都



契約関係暴力団等対策措置要綱第５条第１項に基づき排除措置期間中の者として公表し

た者（ただし、排除措置期間中に限る。）をいう。以下同じ。）でないときに締結すること

ができる。ただし、特許、著作権等の関係により、独占契約及び特定契約その他理事長

等が認めるときはこの限りでない。 

 

（競争契約） 

第５５条の２ 競争契約とは、一般競争入札、指名競争入札、企画コンペ・プロポーザル及

び複数見積契約による契約をいう。 

 

（競争入札） 

第５５条の３ 理事長等は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ

契約しようとする事項の予定価格を定め、入札に付する事項、入札の場所及び

日時、入札保証金に関する事項、競争に参加するものに必要な資格に関する事

項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みさせることにより、一般競

争入札に付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争

入札に付することができる。 

(1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないものとするとき。 

(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要 

がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

（3） 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

３ 指名競争入札の参加者は、指名業者選定委員会が選定する。委員会の構成及び運営は、

理事長が別に定める。 

 

第５５条の４ 前条の規定による競争入札を実施した場合において、次の各号のいずれかに

該当する場合、競争の方法によらないで、任意に相手方を選択して契約を締結

することができる。 

(1) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

(2) 落札者が契約を締結しないとき。 

 

（企画コンペ・プロポーザル） 

第５５条の５ 理事長等は、第５５条の３の規定にかかわらず、入札者の提示する提案の内

容又は入札者の有する能力等価格以外の要素を考慮して契約の相手方を選定す

ることが望ましい場合は、企画コンペ・プロポーザルにより契約を締結するこ

とができる。 

２ 当該契約にかかる手続等については、理事長が別に定める。 

 

（複数見積契約） 



第５５条の６ 理事長等は、次の各号に掲げるいずれかの理由により、第５５条の３に定め

る競争入札及び前条に定める企画コンペ・プロポーザルに付することが適当で

ないと認められる場合は、複数見積契約により契約を締結することができる。 

(1) 契約の性質又は目的が競争入札又は企画コンペ・プロポーザルに適しないとき。 

(2) 競争入札又は企画コンペ・プロポーザルに付することが不利と認められるとき。 

(3) 予定価格が４００万円以下の工事の請負契約及び予定価格が３００万円以下の 

売買契約その他の契約をするとき。 

２ 前項の規定により、複数見積契約の方法による場合は、２人以上の者から見積書を  

徴するものとする。 

 

（契約書の作成等） 

第５６条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約の目的、契約事項及び履行期限そ

の他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、契約書の作成を省略すること

ができる。 

(1) 電気、公衆電話通信、ガス若しくは上下水道の利用又は金融機関等の役務の提供  

を受けるもの又は法令等の定めによりその必要がないものであるとき。 

(2) 契約金額１５０万円未満の契約（単価契約その他継続的給付を受ける契約を除く。） 

(3) 非常災害等により緊急に施行を要する工事の請負契約 

(4) 前各号に掲げるもののほか、第５５条の２に定める競争契約以外による場合で、新聞、 

定期刊行物、書籍の購入その他慣行によりその必要がないと認められるものであるとき。 

 

（請書等の徴取） 

第５７条 前条第２項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、軽易なもの又

は契約の性質上必要がないと認める場合を除き、契約の適正な履行を確保するため、

請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令又は契約により一定期間の継続的な支出をすることと

なっているもの、又は固定資産の買入れを除いて、１０万円未満の契約事案については、

請書その他これに準ずる書面を省略することができる。 

 

（検 査） 

第５８条 理事長等は、請負契約、物件の買入れ又は役務の提供を受ける契約については、

その受ける給付の完了の確認をするため職員に必要な検査をさせなければならない。 

２ 前項の検査を行う職員は、理事長が指名する。 

 

（契約の解除） 

第５９条 理事長等は、財団の契約の相手方が暴力団関係者等と判明した場合は、当該契約 

を解除することができる。 



 

 

第８章  決 算 

 

 

（決算の目的） 

第６０条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計の状況を明らかにするこ

とを目的とする。 

 

（月次の決算書） 

第６１条 事務局長は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、理事長に提出し

なければならない。  

(1)  月次合計残高試算表 

(2) 月次貸借対照表 

(3)  月次正味財産増減計算書 

 

（年度決算） 

第６２条 財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作

成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第７号までの書類について会計監査人

の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 正味財産増減計算書 

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

(6) 財産目録 

(7) キャッシュ・フロー計算書 

 ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号、第６号及び第７号の書類につ

いては、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類

については、承認を受けなければならない。 

 ３ 財団は、事業年度終了から３ヶ月以内に前項の書類及びその他法令で定められた書類

を行政庁に提出しなければならない。 

 

 

第９章  補 則 

 



（規程の改廃） 

第６３条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

（会計事務の委任） 

第６４条 事務局長は、予め範囲を定めて、理事長の承認を得て、第２３条から第３２条、

第３６条及び第３７条に規定する事務の一部を所長・部長・課長又は室長に委任す

ることができる。 

 

（委任） 

第６５条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則（平成１４年３月２８日規程第８号） 

１ この規程は、理事会の議決があった日から施行し、平成１４年４月１日から適用す

る。 

２ この法人の設立当初の会計年度は第４条の規定にかかわらず、設立認可のあった日

から平成１５年３月３１日までとする。 

附 則 

  この規程の改正は、理事会の議決のあった日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。 

附 則 

  この規程の改正は、理事会の議決のあった日から施行し、平成２０年７月１日から適用

する。 

附 則 

  この規程の改正は、理事会の議決のあった日から施行し、平成２１年４月１日から適用

する。 

附 則 

  この規程の改正は、理事会の議決のあった日から施行し、平成２３年４月１日から適用

する。 

附 則 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

  この規程は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和２年度の決算に関しては、

なお従前の例による。 

 附 則 

  この規程は、令和５年１月１日から施行する。 

 



 附 則 

 （施行期日） 

 １ この規程は、令和７年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。」）前に、この規程による改正前の公益財団

法人東京都福祉保健財団財務規程第５５条第３号による少額契約及び第５５条の６第１項第

３号による複数見積契約を締結するために必要な見積りを徴するため、公益財団法人東京都

福祉保健財団処務規程（平成１４年３月２８日規程第２号）第１３条の規定による事案に係

る決定案を記載した文書を起案した契約案件で、施行日以降に締結される契約案件について

は、なお従前の例による。 

 


